
申請者（研究責任者）

研究責任者から福岡県薬剤師会宛て、
申請書類提出（県薬内部の調査研究は委員会の委員長等から提出）

非該当

福岡県薬剤師会

迅速審査 通常審査

指針※の対象外
終了（原則、審査しない）

委員を指名して審査
（メール審査）

審査会による審査

学術倫理審査会委員長または委員長が指名した者

学
術
倫
理
審
査
会

審議資料の記録、保管、公開（県薬事務局職員）

倫理審査の審議内容、判定結果を会長に報告

書類チェック
（県薬事務局職員）

倫理審査報告書提出

＜申請から結果報告までの流れ＞

受付および審査区分の決定

※「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」

研究開始前に所属機関の長の許可を取得
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